
「国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン」の概要

受荷主（輸入者）
○過積載とならない発注、１コン
　テナ当たりの積載重量を契約
　条件に明記する等の配慮。
○適切な積み付けに関する啓
　発活動。

○積荷、危険物の内容照会に
　対する速やかな対応。

発荷主
（輸出者）

船社
○ＩＳＯ基準違反の過積載コン
　テナに対する適切な措置。
○適切な積み付けに関する啓
　発活動。

○積荷、危険物の内容照会に
　対する速やかな対応。

海貨事業者
○コンテナ重量、サイズ、積荷
　内容（危険物種類）、積み付
　け状況等の情報を書面にて
　通知。

○積荷、危険物の内容照会に
　対する速やかな対応。

ターミナルオペレータ
○不具合、重量超等の情報を
　運転手、船社へ連絡。
○安全に支障をきたす不具合、
　過積載等のため搬出不可の
　場合、船社等へ連絡。

○不具合、重量超過に関する
　引き取り時の問い合わせ。

トラック事業者
○海貨事業者からの情報を書
　面にて確実に運転手に連絡。

○不具合、重量超等のコンテナ
　は荷主へ連絡し、適切な対応
　について調整。

運転者
○事業者からコンテナ情報を
　書面にて受け取る。

○自ら不具合、重量超等を確
　認した場合、会社、オペレー
　ターへ連絡。
○安全に支障をきたす不具合、
　過積載等のコンテナは搬出し
　ない。

○積み付け状況の写真等荷姿
　に関する情報入手。
○必要書類への正確な情報
　記載。

○オペレータから不具合、重量
　超等のコンテナ情報入手。

○不具合、重量超過に関する
　引き取り時の問い合わせに
　対する対応。

○積荷、危険物内容の不明点
　の照会。

○不具合、重量超等の情報を
　海貨事業者へ連絡。
○安全に支障をきたす不具合、
　過積載等のため搬出不可の
　場合、海貨へ連絡。

○不具合、重量超等のコンテナ
　に対する適切な対応について
　調整。

・コンテナサイズ
・コンテナ種類
・積荷品目
・総重量
・危険物分類
・積み付け状況

《トラック事業者が必要とする情報》

：必要な情報の流れ

：不具合等判明時の
　情報の流れ

運送契約等に基づ
き責任体制を明確に
した上で、適切な対
応について調整を図
り、搬出前の違法性
を改善。

必要な情報は、輸
入手続きに必要な
書類及び積み付
け状況の写真によ
り入手。

○運転手からの不具合、重量
　超等の情報入手。

（パッキングリスト、コン
  テナロードプラン等の
  輸入時必要書面及び
  荷姿写真等）

（運送依頼書等）

（運行指示書等）

○運転手からの不具合、重量
　超等の情報入手。
○安全に支障をきたす不具合、
　過積載等のコンテナは搬出さ
　せない。

：重量、積み付け等
 に関する事前啓発

○不具合、重量超等のコンテナ
　は荷主へ連絡し、適切な対応
　について調整。

運送契約等に基づ
き責任体制を明確に
した上で、適切な対
応について調整を図
り、搬出前の違法性
を改善。


